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化管法の 2021 年改正施行令では、515 物質が第一種指定化学物質として指定され、2023
年 4 月から把握対象となり、2024 年度から届出が始まります。 

2021 改正施行令で追加された対象物質について、新しく「化学物質ファクトシート」を
作成しました(196 物質)。 

作成した「化学物質ファクトシート」は、PRTR インフォメーション広場の資料集からご
覧いただけます。 

※追加物質については、現時点では PDF のみの提供です。従来の「化学物質ファクトシー
ト」にある文書内からの用語解説への参照リンクは設定しておりません。 

※2021 年改正前後で継続して対象となる物質、対象範囲の拡大、分離・統合した物質につ
いては、従前の「化学物質ファクトシート」の提供となります。 

※化学物質ファクトシートは、ホームページからのみの提供となり、冊子での提供はござい
ません。 
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